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明石市政策局プロジェクト部長  

 

明石市立地適正化計画に係る届出制度について 

 

早春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素は、本市のまちづくりの推進に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

さて、本市では、2023 年(令和５年)４年１日付けで明石市立地適正化計画

を公表する予定です。本計画を公表しますと、都市再生特別措置法第 88 条

及び第 108 条に基づき、本計画で設定した居住誘導区域外や都市機能誘導区

域外に一定規模以上の開発行為等を行う場合、届出が必要となります。あわ

せて、宅地建物取引業法第 35 条に基づき、届出義務について重要事項説明

等の対象となります。 

ついては、添付しております明石市立地適正化計画(案)の概要版及び届出

制度のパンフレットをご高覧いただき、貴団体の会員へ周知していただきま

すようよろしくお願い申し上げます。 
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